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平成 25年４月 15日 
各 位 

会 社 名 株式会社吉野家ホールディングス 
代表社名  代表取締役社長 河村 泰貴 
コード番号 9 8 6 1（ 東 証 第 一 部 ） 
問い合わせ先 社 長 室 長  斎藤 公利 

（ T E L  0 3 -4 3 3 2 -9 7 0 1） 
 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 
当社は本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25年 5月 29日開催予

定の第 56期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。 
 

記 
 
１．変更の理由 
 平成 19年 11月 27日に全国証券取引所が公表しました「売買単位の集約に向けた行動計
画」の趣旨に鑑み、当社は平成 25年４月 15日開催の取締役会において、平成 25年９月１
日付で当社株式 1株を 100株に分割するとともに，１単元の株式数を 100株とする単元株
制度を採用する旨ならびに会社法の規定に基づき、現行定款第６条（発行可能株式総数）

の変更及び変更案第７条（単元株式数）の新設を行う旨を決議いたしました。 
これに伴い、平成 25年 5月 29日開催予定の第 56期定時株主総会において、変更案第８

条（単元未満株式についての権利）および変更案第９条（単元未満株式の買増）を新設す

るとともに、現行定款第 11条（基準日）の変更を行うものであります。 
 
２．変更の内容 
 変更の内容につきましては、下記の通りであります。 

（下線は変更部分） 
    現行定款     変更案 

（新設） 
 

（単元未満株式についての権利） 
第８条 
当会社の株主は、その有する単元未満株式に

ついて、次に掲げる権利以外の権利を行使す

ることができない。 
（１） 会社法第 189条第２項各号に掲げる

権利 
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現行定款 変更案 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
第８条～第 10条（条文省略） 
 
（基準日） 
第 11条 
当会社は、毎年２月末日現在の最終の株主名

簿に記載または記録された株主をもってそ

の事業年度に関する定時株主総会において

権利を行使すべき株主とみなす。 
 
 
第 12条～第 33条（条文省略） 

 
附則 
第 1条 
第６条の変更および第７条の新設ならびに

それに伴う条数の繰り下げの効力発生日は、

平成 25年 9月 1日とする。なお、本附則は
効力発生日をもってこれを削除する。 

（２） 会社法第 166条第１項の規定による
請求をする権利 

（３） 株主の有する株式数に応じて募集株

式の割当ておよび募集新株予約権の

割当てを受ける権利 
（４） 次条に定める請求をする権利 
 
（単元未満株式の買増） 
第９条 
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるとこ

ろにより、その有する単元未満株式の数と併

せて単元株式数となる数の株式を売り渡す

ことを請求することができる。 
 
第 10条～第 12条（現行通り） 
 
（基準日） 
第 13条 
当会社は、毎年２月末日現在の最終の株主名

簿に記載または記録された議決権を有する

株主をもってその事業年度に関する定時株

主総会において権利を行使すべき株主とみ

なす。 
 
第 14条～第 35条（現行通り） 
 
附則 
第 1条 
第６条、第 11条の変更および第７条乃至第 
９条の新設ならびにそれに伴う条数の繰

り下げの効力発生日は、平成 25年 9月 1
日とする。なお、本附則は効力発生日をも

ってこれを削除する。 
 

２．変更の日程 
 株主総会開催予定日  ：平成 25年５月 29日（水） 
 定款変更の効力発生日 ：平成 25年９月１日（日）  

以上 


